
「
人
権
擁
護
法
案
」
及
び
有
事
法
制
に
反
対
す
る
逮願
書

【
請
願

の
主
旨
】

私
た
ち

は
、
政
府

が
国
会

に
提
出

し
、
成

立

さ
せ

よ
う

と

し

て

い
る
「
人
権

擁

護

法

案
」

及
び

有
事

法

制

に

つ
よ
く

反
対

し

ま

す

。

こ

の
両
法

案

と

も

二
度

に
及

ぶ
広

範

な

国

民

の
き

び

し

い
批

判

の
も

と

で
継
続
審
議

と

な

っ
て

い
ま
す

。

有
事

法
制

関
連

三
法
案

は
、
わ
が
国

の
平

和
憲
法
を
踏

み

に
じ
り
、
米

軍

の
戦
争

へ
参

戦

さ

せ

る
た

め

に
、
海

外

で

の
自

衛

隊

の
武

力

行
使

に
、

は

じ

め

て
公
然

と
道

を

開
き
、

国

民

の
人
権

と

自

由

を

侵

害

し
、
強
制
動

員
す

る
、

か

つ
て
な

い
悪
法

で
す
。

こ

の
国
民
抑

圧
と
同

一
線
上

で
出

て
き
た

の
が

「
人
権
擁
護
法
案
」

で
す
。

こ

の
「
人
権
擁
護
法
案
」

は
、
真

に
国

民

の
人
権

を
擁

護

す

る
も

の
で
な
く
、
国

民

の
「
人
権

救

済
」

の
美

名

の
も

と

に
、

国
家

が
国
民

の
自
由
な
言
論
活
動
を
抑
圧
し
、
国
民
を
管
理
統
制
す

る
権
利
侵
害
法
、
連
憲
法

で
す
。

①

「
人
権
擁
護
法
案
」
は
、
厳
密
な
定
義

が

で
き
な

い
「
差
別
的
言
動
」
等

と
称

し
た
表

現
行
為

へ
の

層
家

の
介

入

に
よ
り
国
民

の
言
論
活
動
を
抑

圧
す

る
も

の
で
す
。

①

「
人
権

擁

護

法
案

」

は
、

マ
ス

コ
ミ

の
自

主

的

解
決

に
よ

る

の
で
な
く

人

権

侵
害

か

ら

の
救

済

と

称

し

た

マ
ス

コ
ミ
報

道

へ
の
国

家

の
介

入

に
道

を

開

く

も

の

で
す

。

③

「
人
権
擁
護
法
案
」
は
、
国
家
権
力

や
社

会
的
権
力

に
よ
る
人
権
侵
害

に
十
分

こ
た
え

る
も

の
に
な

つ
て

い
ま

せ

ん

。

④

「
人
権
擁
儀
法
案
」
は
、
政
府
か
ら
真

に
独
立
し
た
「
人
権
委
員
会
」

の
設
置

で
な
く
、
法
務
省
人

権
擁
護

局
を
横
滑
り
さ
せ
た
だ

け

の
も

の
で
す

。

以

上

の
立

場

か

ら

、

次

の
こ
と

を

つ
よ
く

求

め
ま

す

。

【
請
願
項
目
】

一
、
「
人
権
擁
護
法
案
」
を

い

っ
た

ん
廃
案

に
し
、
国
民
的
合
意

が
得

ら
れ

る
内

容

で
新

た

に
人
権

救

済

法
案
を
作
成

し

て
提
案
す

そ

」
と
。
そ

の
際

に
、
少
な
く
と
も
人
権
委
員
会

の
独
立
性

の
確
保
、
表

現

行

為

へ
の
介

入
排

除

、

マ
ス

コ
ミ
規

制

排

除

を

行
う

こ
と

。

一
、
有
事
法
制
を
廃
案

に
し
、
憲
法

の
基
本
的
人
権

の
擁
護
と
平
和
主
義

の
原
則
を
守

る
こ
と
。

主

戸

二
〇
〇

三
年

月

請
願
者

住
所

氏
名

日

紹
介
議
員

衆
議
院
議
長

殿

参
議
院
議
長

殿

外

名


